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工事名 岐阜県水産研究所 非常用照明器具取替修繕工事 

工事場所 岐阜県水産研究所 

契約相手 酒井電気工事株式会社 

契約相手方住所 岐阜市若福町９－１０ 

工期（自） 令和４年 12 月２日 

工期（至） 令和５年３月１７日 

契約金額（税込） ￥3,300,000 

概要 既存の非常用照明器具をＬＥＤ照明器具に取替修繕工事を行う。 

適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当することか 

ら、一者見積りによる随意契約とした。 



別紙１ 

 

随意契約をすることができる場合に該当することの説明書 

 

地方自治法施行令第１６

７条の２第１項第２号に

より随意契約をすること

ができる場合 

今回の契約が左に該当すること等の説明 

特定の者でなければ供給

することができないもの

を調達するとき。 

 

１ 調達する財産や役務等の内容及び特殊性 

  現在設置されている水産研究所（本所）の非常灯を撤

去し、LED非常照明器具への取替修繕を行う。施工場所

には希少魚飼育室及び温水魚飼育室も含まれ、飼育水槽

上に仮設足場を設置して施工する高所での取替作業が含

まれる。 

 

 

 

 

 

２ 特定の者以外が供給することができないことの説明 

  本修繕作業は、飼育魚水槽上で行う高所作業を含むた

め、取替作業中の廃棄物等が飼育魚水槽内に落下するこ

とを防ぐため、水槽の養生が不可欠となる。 

当研究所で飼育している魚は生育環境の変化の影響を

非常に受けやすいため、養生による水槽内の明暗、水温

の変化による飼育魚への影響を最小限に留める必要があ

る。 

  酒井電気工事株式会社は当研究所設立時の電気工事施

工業者であり、高所改修の実績もあり、現場状況を十分

把握し、安全で迅速な施工ができる最適な施工業者であ

る。 

 

 

 

備考 この様式により難いとき、必要な事項を含む適宜の様式によることができる。 


